安芸太田町定住応援補助金交付申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
安芸太田町長　様

　安芸太田町定住応援補助金の交付を受けたいので、安芸太田町定住応援補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり交付を申請します。また、同要綱第５条の各号に該当しないことを関係部署及び関係機関に調査・照会されることを承諾します。

１．申請者欄
	ふりがな
	
	生年月日
	連絡先

	氏名
	㊞
	
	

	住所
	

	住民票の異動日
（移住者のみ記入）
	年　　月　　日
	・移住者は転入予定日
・移住して５年以内の者は転入日


２．補助金交付申請額　
購入費又は改修費　　　　　　　　　　　　　円
	　　
	区分
	子育て世帯　□
	移住者　□
	補助額①

	補　助　対　象
	住宅取得（新築）
（500万円以上）
	150万円
	□
	30万円
	□
	円

	
	住宅取得（中古）
（150万円以上）
	50万円
	□
	
	□
	

	
	住宅改修
（費用の１／３）
	65万円
（上限）
	□
	30万円
（上限）
	□
	円
（費用の1/3（1,000円未満切捨））

	　　
	内容
	子育て世帯
	移住者
	加算合計額②

	加　算　項　目
	子ども加算
	１人あたり
20万円
	人
	
	円

	
	３世代同居
	10万円
	□
	
	

	
	Ｕターン・孫ターン
	10万円
	□
	10万円
	□
	

	
	若者世帯
	10万円
	□
	10万円
	□
	

	
	お婿さんＩターン
	10万円
	□
	10万円
	□
	

	
	新婚世帯
	10万円
	□
	10万円
	□
	

	
	もりみんハイツ
	20万円
	□
	20万円
	□
	

	
	町内事業者利用
（事業費50万円以上）
	5万円
	□
	5万円
	□
	

	合計額（①＋②）
	円


３．事業実施期間
　　契約予定日又は工事開始予定日　　　　年　　　月　　　日
　　完了予定日　　　　年　　　月　　　日
４．世帯員
（１）異動する世帯員全員
	氏名
	年齢
	続柄
	職業

	
	歳
	
	

	
	歳
	
	

	
	歳
	
	

	
	歳
	
	

	
	歳
	
	

	
	歳
	
	


（２）同居する世帯又は祖父母の世帯
※３世代同居・孫ターン・お婿さんＩターン加算申請の場合のみ
	氏名
	年齢
	続柄

	
	歳
	

	
	歳
	


添付書類
（１）全ての申請者共通の提出書類　
・世帯全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
　　・建築工事請負契約書又は売買契約書（案）の写し。改修の場合は、改修工事の見積書
・対象住宅の位置図、平面図
・税金の滞納がないことがわかる書類
・改修前の写真
（２）加算項目申請者の提出書類
	加算項目
	書類

	子ども加算（出産予定を含む）
	母子手帳の写し

	３世代同居
	・同居又は隣居する世帯の住民票の写し
・同居又は隣居する世帯との続柄が確認できる書類
（戸籍謄本又は戸籍抄本等）

	Ｕターン
	過去に安芸太田町に住んだことが確認できる書類
（戸籍の附票の写し等）

	孫ターン
	・祖父母の住民票の写し
・祖父母との関係が確認できる書類
（申請者又はその配偶者の親の戸籍謄本又は戸籍抄本等）

	お婿さんＩターン
	・妻の両親の住民票の写し
・妻と両親との関係が確認できるもの
（戸籍謄本又は戸籍抄本）

	新婚世帯
	婚姻日が確認できる書類
（戸籍謄本又は婚姻届受理証明書）



